
 

 

令和元年度のＩＴ・デジタル関連分野における取組状況 
 
 

１ 情報提供窓口の運用状況 

公正取引委員会は，ＩＴ・デジタル関連分野における独占禁止法違反被疑行為に係る

情報を広く受け付けるため，平成２８年１０月２１日に専用の情報提供窓口を設置した。

平成２８年度以降の各年度における情報受付件数は以下のとおりである。 

当委員会においては，今後窓口の更なる周知徹底を図るなどして，より効率的な情報

収集ができるよう取り組んでいくこととしている。 
（件） 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

ＩＴ・デジタル関連分野 ５０ １０４ １１７ １８０ 

     

２ ＩＴタスクフォース等の取組状況 

公正取引委員会は，平成１３年４月，ＩＴ・公益事業タスクフォースを設置していた

ところ，平成２８年７月，同タスクフォースを改組し，「ＩＴタスクフォース」及び「公

益事業タスクフォース」に分離し，ＩＴタスクフォースでは，ＩＴ・デジタル関連分野

における独占禁止法違反被疑行為に係る情報に接した場合に専門的な検討・分析に基づ

く調査を実施することとしている。 

令和元年度には，デジタル・プラットフォーマー等のＩＴ・デジタル関連分野の事業

者による単独行為事案について積極的な調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１ 

 

楽天株式会社が，宿泊施設の運営業者との契

約において，楽天トラベルに掲載する部屋の最

低数の条件や宿泊料金及び部屋数について他の

販売経路と同等又はより有利なものとする条件

を定めていた疑い 

楽天トラベル（確約計画の認定） 

令和元年度に公表した事案 
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楽天株式会社が，いわゆる「共通の送料込み

ライン」と称する，出店事業者が一律に別途送

料を収受し得ないこととなる施策を導入して出

店事業者に不利益となるように取引の条件を変

更している疑い 

楽天市場（緊急停止命令の申立て） 

 

アマゾンジャパン合同会社が，出品者との間

の利用規約を変更し，出品される全ての商品に

ついて最低１パーセントのポイントを付与し，

当該ポイント分の原資を出品者に負担させる旨

の内容とした疑い 

Amazon（自発的な措置） 


